
審査事務規程 第５章 継続検査及び構造等変更検査等 

５－49 排出ガス等発散防止装置 

５－49－１ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなけれ

ばならない。（保安基準第 31 条第１項） 

(2) 法第 75 条の２第１項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置

は、当該装置を備える自動車を５－50 から５－52 までの基準に適合させるものでなければなら

ない。（保安基準第 31 条第８項関係） 

(3) 尿素選択還元型触媒システム又はアンモニア水を用いたＮＯx 低減装置を備えた自動車にあっ

ては、排気管の開口部から排気流の方向に 30 ㎝程度離れた位置の排気ガスを鼻に向けて手で煽

りながら希釈して嗅いだ際にアンモニア臭が認められるものは、(1)の基準に適合しないものと

する。 
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